
個別相談会（無料）

７月７日（火）・８日（水）

午前の部 10:00～12:00
午後の部 13:00～16:00

主催 神戸地方法務局伊丹支局

＠伊丹市役所１階協働スペース

遺言書保管制度
ってなに？

相続登記義務化って？

住所変更登記の義務化は？

令和８年

その質問、お答えします！
お気軽にご相談ください！

相談会

０７２（７７９）３４５１（法務局伊丹支局代表）
自動音声ガイダンス後→「４」番まで

お問合せは
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